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横
浜
の
一
〇
年

ま
だ
低
い
我
が
国
の
社
会
保
障
水
準

激
し
い
イ
ン
フ
レ
の
進
行
が
低
所
得
者
層
の
暮
し
に
大
き
な
打
撃

を
与
え
て
い
る
中
で
、
横
浜
の
生
活
保
護
の
保
護
率
は
全
国
平
均

の
半
分
、
人
口
千
人
当
り
六
人
台
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
が
、
生
活

保
護
世
帯
数
は
昭
和
四
十
年
を
境
に
増
加
傾
向
に
転
じ
、
四
十
八

年
に
は
一
万
世
帯
近
く
に
な
っ
て
き
て
い
る
（
図
－
2
0
）
。
ま
た

保
護
世
帯
は
単
身
世
帯
並
び
に
老
齢
・
傷
病
障
害
者
・
母
子
世
帯

の
構
成
が
非
常
に
高
い
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
（
図
l
2
1
）
。
一
方
、

三
十
六
年
国
民
皆
年
金
制
度
と
し
て
始
ま
っ
た
国
民
年
金
の
被
保

険
者
も
遂
年
そ
の
数
が
増
加
し
、
特
に
任
意
加
入
被
保
険
者
の
大

幅
な
増
加
は
注
目
さ
れ
る
（
図
－
2
2
）
。
無
拠
出
制
老
齢
福
祉
年

金
も
所
得
制
限
が
緩
和
さ
れ
、
受
給
者
は
四
十
八
年
度
で
五
万
人

に
達
す
る
と
と
も
に
、
拠
出
制
老
齢
年
金
も
四
十
六
年
度
か
ら
よ

う
や
く
支
給
が
始
ま
っ
た
（
図
－
2
2
）
。
し
か
し
、
成
長
よ
り
福

祉
へ
の
転
換
が
叫
ば
れ
福
祉
に
対
す
る
関
心
も
高
ま
っ
て
い
る
中

で
、
我
が
国
の
社
会
保
障
の
水
準
は
、
欧
米
各
国
に
比
較
し
て
歴

史
が
浅
い
事
情
も
あ
っ
て
、
ま
だ
ま
だ
低
い
も
の
で
あ
り
、
国
の

抜
本
的
な
政
策
転
換
が
望
ま
れ
る
（
図
－
2
3
）
。

生活保護世帯数・生活保護

率の推移

図一20図一21　生活保護世帯の類型

　　　　(49.4現在)
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図一22　国民年金制度の推移

図一23　社会保障水準の国際比較（社会保障給付費のGNP対比）



横
浜
の
一
〇
年

近
づ
く
高
齢
化
社
会
に
備
え
て

市
内
に
住
か
六
五
歳
以
上
の
老
人
は
、
昭
和
六
〇
年
に
は
四
十
五

年
の
約
二
倍
に
達
し
、
高
齢
化
社
会
が
や
っ
て
く
る
と
見
込
ま
れ

て
い
る
（
図
l
2
4
）
。
し
か
し
、
激
し
い
社
会
的
変
動
の
時
代
を

生
き
て
き
た
今
日
の
老
人
達
に
と
っ
て
都
市
で
の
生
活
は
ま
こ
と

に
厳
し
い
も
の
か
お
る
。

横
浜
市
で
は
四
十
六
年
度
に
老
人
福
祉
課
が
新
設
さ
れ
、
国
に
先

が
け
た
七
〇
歳
以
上
の
老
人
の
医
療
費
無
料
化
制
度
の
実
施
（
図

|
2
5
）
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
・
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
・
老
人

病
医
療
施
設
等
の
建
設
、
老
人
ク
ラ
ブ
の
育
成
等
が
積
極
的
に
進

め
ら
れ
、
都
市
に
生
活
す
る
老
人
に
と
っ
て
住
み
や
す
い
環
境
づ

く
り
が
ぱ
か
ら
れ
て
き
た
（
図
l
2
6
）
。

し
か
し
、
老
人
を
と
り
か
こ
む
環
境
は
、
住
宅
の
問
題
、
地
域
の

問
題
、
世
代
間
の
意
識
の
問
題
等
広
く
か
つ
複
雑
な
問
題
が
山
積

し
て
い
る
。
老
人
福
祉
法
が
制
定
さ
れ
て
か
ら
一
〇
年
を
経
過
し

た
今
日
、
人
口
構
成
の
老
齢
化
、
扶
養
意
識
の
変
化
、
ま
た
核
家

族
の
進
行
と
い
う
状
況
の
中
で
、
欧
米
諸
国
の
福
祉
行
政
の
あ
り

方
等
を
参
考
に
大
胆
な
国
の
政
策
の
展
開
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

老人人口の推移図一24老人医療費援助制度の推移図一25
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図一26　横浜市の老人福祉対策体系（49.4.1現在）

図一27　1人暮し老人の収入

　　　源泉（最も額が多いも

　　　の,47.7.1現在）
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障
害
者
の
暮
し
に
自
信
と
ゆ
と
り
を

心
身
に
障
害
を
も
つ
市
民
に
と
っ
て
都
市
で
の
生
活
は
不
安
が
い

っ
ぱ
い
で
あ
る
。
横
浜
市
で
は
、
二
万
二
千
人
と
見
込
ま
れ
る
身

体
障
害
者
や
（
図
l
2
8
）
精
神
薄
弱
者
の
く
ら
し
に
少
し
で
も
自

信
と
ゆ
と
り
を
と
願
い
、
通
園
施
設
・
養
護
学
校
・
身
体
障
害
者

更
生
授
産
施
設
等
の
建
設
が
進
め
ら
れ
（
図
－
2
9
）
、
同
時
に
、
施

設
づ
く
り
だ
け
で
な
く
発
生
予
防
か
ら
始
ま
る
き
め
の
細
か
い
施

策
の
充
実
が
は
か
ら
れ
て
き
た
が
（
図
l
3
0
）
、
ま
だ
充
分
な
も
の

と
は
言
え
な
い
。
た
と
え
ば
、
道
路
・
交
通
機
関
・
公
共
施
設
等

も
障
害
者
の
利
用
し
や
す
さ
と
い
う
点
で
の
配
慮
は
ほ
と
ん
ど
な

さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
横
浜
市
で
は
こ
れ
を
改
善
す
る
た
め
に
街

づ
く
り
を
障
害
者
の
立
場
か
ら
見
直
す
と
と
も
に
、
障
害
者
が
家

族
・
地
域
社
会
の
中
で
一
般
市
民
と
同
じ
よ
う
に
生
活
し
て
い
け

る
よ
う
な
方
策
に
つ
い
て
も
検
討
を
進
め
、
四
十
九
年
度
か
ら

「
福
祉
の
風
土
づ
く
り
」
に
着
手
し
た
。

横
浜
の
一
〇
年

図一29　心身障害児

童施設入所児童数

の推移

図一28　身体障害者手帳交付

　状況（昭和48年度末現在）



図一30　横浜市の主な心身障害者福祉対策（49.4.1現在）
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